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（１）セメント混練固化装置の仕様の反映
 セメント混練固化装置の詳細設計が完了したことから、主要な仕様を性能維持施設に反映する。

（２）原子炉補機冷却系の代替冷却方法の追加記載
 原子炉補機冷却系の代替冷却装置の詳細設計が完了したことから、代替対象設備の冷却方法
等を追記する。

（３）ユニット型空気圧縮機の追加記載
 原子炉補機冷却系による水冷式の空気圧縮機は供用終了し、空冷式のユニット型空気圧縮機
を導入するため、性能維持施設に追記する。

（４）その他
 規則名称等の変更を反映する。

廃止措置計画変更認可申請の概要
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本文５ 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
・保安規定との記載統一(品質保証活動→品質マネジメントシステム)

本文６ 廃止措置期間中に性能を維持すべき発電用原子炉施設
・表6-1 性能維持施設のセメント混練固化装置に性能等、原子炉補機冷却系の備考
欄に代替冷却装置を導入する設備の代替冷却方式、ユニット型空気圧縮機を追記

本文７ 廃止措置期間中に性能を維持すべき発電用原子炉施設の位置、構造及び設
備並びにその性能、その性能を維持すべき期間
・7.1に専ら廃止措置で使用する性能維持施設の設計及び工事の方法として、セメント混
練固化装置の設置を追記

本文１０ 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄
・規則名称改正に伴う変更

添付書類５ 核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書
・規則名称改正に伴う変更

添付書類６ 廃止措置期間中に性能を維持すべき発電用原子炉施設及びその性能並びに
その性能を維持すべき期間に関する説明書
・別添資料2に原子炉補機冷却系代替冷却装置の設置について追記

廃止措置計画 変更該当箇所



3

セメント混練固化装置は、性能維持施設として、「専ら廃止措置に必要な主要装置」として認可を頂いた設備であり、
また、同装置に対し認可を受けた「安全対策の設計方針」に基づき、詳細設計を実施した。
濃縮廃液、廃樹脂及びフィルタスラッジを減容安定化処理した残渣、焼却設備で発生した焼却灰をセメントと混練し、
均質・均一固化体を製作するものである。

【装置外観(イメージ図)】

1)処理対象廃棄物
• 濃縮廃液：放射性液体廃棄物を蒸発濃縮した後の廃液
• 廃樹脂等：廃液を処理する際に使用したイオン交換樹脂やフィルタ

スラッジ等
• 焼却灰 ：可燃廃棄物等を焼却処理し発生した灰

2)処理方式等
• アウトドラム方式
• 190L/回/個

【主な仕様】ｾﾒﾝﾄ計量
供給器

混練機
計量供給装置

混練機

充填ﾄﾞﾗﾑ缶
ﾄﾞﾗﾑ缶

ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ装置

（1）セメント混練固化装置の仕様の反映（1/9）
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変更箇所：本文6 表6-1 性能維持施設

セメント混練固化装置 セメント混練固化装置
・基数：一式

セメント混練固化装置
・基数：1基
・位置：原子炉補助建屋内
・処理能力：190L/回/個

（変更）

専ら廃止措置に
必要な主要装置

（1）セメント混練固化装置の仕様の反映（2/9）
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変更箇所：本文7

(1) セメント混練固化装置
① 目的
「ふげん」で発生した以下の廃棄物を処理するため，「10 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄」図10-6 放射性固

体廃棄物の処理処分フロー（原子炉周辺設備解体撤去期間以降）に示すとおり,セメント混練固化装置を設置する。セメント混練固化装
置設置工事工程を図7-1に示す。

(a) 濃縮廃液
(b) 粉末状及び粒状の使用済イオン交換樹脂
(c) フィルタスラッジ
(d) 焼却灰

② セメント混練固化装置の概要
(a) 系統構成
セメント混練固化装置は，濃縮廃液受入設備，混練充填設備等により構成する。セメント混練固化装置概略系統図を図7-2に示す。
なお，濃縮廃液受入設備のうち,固形化供給タンク,固形化供給タンク出口配管の一部,漏えい検出装置及び警報装置については既設を
供用する。

(b) 混練方法
処理対象廃棄物,セメント,分散剤等を混練機に投入し混練するアウトドラム方式とする。

(c) 処理能力
190L/回/個

（1）セメント混練固化装置の仕様の反映（3/9）

「7.1 専ら廃止措置で使用する性能維持施設の設計及び工事の方法」として、以下を記載
専ら廃止措置で使用する性能維持施設の導入に当たっては，「5.1 廃止措置の基本方針」に基づき，適切な品質マネジメントシステム

の下に保安管理を実施し，また，「5.5 解体撤去に係る安全確保対策」に記載する「（4） 廃止措置のために導入する装置の安全設計」
に基づき，装置の機能等に応じて日本産業規格等の規格及び基準に準拠するとともに，必要に応じて漏えい及び拡散防止対策，被ばく低
減対策，事故防止対策の安全確保対策を講じる。
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③ 設計方針
セメント混練固化装置を構成する主要機器等の設計においては，研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規
則（平成25年原子力規制委員会規則第10号）に準拠するとともに，以下のとおりとする。

(a) 耐震設計
固形化供給タンクから混練機までの機器及び配管については,主配管及び主要機器とし,耐震設計上の重要度分類「B」とする。

(b) 強度計算
主配管については,「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」の「クラス3配管」とする。

(c) 材料
主要な機器及び配管に使用する材料は,日本産業規格に準じたものとする。

(d) 設置場所
設置場所は，アスファルト固化装置の跡地である原子炉補助建屋内にある廃棄物処理室及び屋外とする。

(e) 試験・検査
本工事における試験・検査項目については，以下のとおりとする。
・材料検査
・寸法検査
・外観検査
・据付検査
・耐圧漏えい検査
・機能検査

（1）セメント混練固化装置の仕様の反映（4/9）



7

(f) ポンプの仕様 (g) 主配管の仕様

（1）セメント混練固化装置の仕様の反映（5/9）
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（h）主要機器の仕様

（1）セメント混練固化装置の仕様の反映（6/9）
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図7-1 セメント混練固化装置設置工事工程

（1）セメント混練固化装置の仕様の反映（7/9）
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図7-2 セメント混練固化装置設置概略系統図

（1）セメント混練固化装置の仕様の反映（8/9）
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図7-3 セメント混練固化装置 主配管図

（1）セメント混練固化装置の仕様の反映（9/9）
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熱量が比較的大きい負荷であるため、クーリング
タワー(冷却塔)型で対応する。

原子炉補機冷却水ポンプ

原子炉補機冷却系⇒解体に移行
（冷却は代替設備にて）

代替冷却設備

代替冷却設備

海

原子炉補機
冷却海水ポンプ

負荷容量の小さいポンプ用冷却は、モバイル型の
チラー(冷却水循環装置)で対応する。

モバイル型チラーの例（東京理化HPより）

冷却塔の例（日本冷却塔工業会HPより）

海

冷却設備

冷却設備

廃棄物処理設備

換気設備

プール水冷却
循環ポンプ他

熱交換器

蒸発濃縮器復水器A

中央制御室換気系
冷凍機

蒸発濃縮器復水器B

冷却設備

冷却設備

冷却設備

プール水冷却循環ポンプ

廃棄物処理設備ポンプ
（2台）

冷却設備

冷却設備

代替冷却設備

バイパス

冷却設備

（2）原子炉補機冷却系の代替冷却方法の追加記載(1/10)
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原子炉補機冷却系 原子炉補機冷却水ポンプ

除熱対象機器である蒸発濃縮器，中
央制御室換気系，圧縮空気設備に
代替冷却設備を設置する。代替冷却
設備については，設備ごとに維持管理
する。

原子炉補機冷却系の除熱対象機器
である蒸発濃縮装置濃縮器復水器
及び中央制御室換気系は冷却塔によ
る代替冷却装置を,床ドレン収集ポン
プ,廃液収集ポンプ及びプール水冷却
浄化系循環ポンプは冷却水循環装置
による代替冷却装置を設置し,設備ご
とに維持管理する。

変更箇所：本文6 表6-1 性能維持施設

（2）原子炉補機冷却系の代替冷却方法の追加記載(2/10)

（変更）
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変更箇所：添付書類6 別添資料2

「添付書類6」の別添資料2として、(1)原子炉補機冷却系代替冷却装置の設置を記載
1.目的
「ふげん」原子炉補機冷却系については，原子炉運転中と比較して廃止措置以降除熱対象機器が減少してきている。この背景を踏まえ，
維持管理の適切性に資する観点から，以下の除熱対象機器について代替冷却装置を設置し，設備ごとに維持管理する。原子炉補機冷
却系代替冷却装置設置工事工程を別図-1 に示す。

(1) 蒸発濃縮装置濃縮器復水器 (2) 中央制御室換気系(3) 床ドレン収集ポンプ(4) 廃液収集ポンプ(5) プール水冷却浄化系循環ポンプ

2. 代替冷却装置の概要
2.1 冷却塔による代替冷却装置
2.1.1 蒸発濃縮装置濃縮器復水器
(1) 系統構成
蒸発濃縮装置濃縮器復水器用代替冷却装置は，密閉型冷却塔，冷却水循環ポンプ等により構成する。また，冷却水は処理廃
液より高い圧力で濃縮器復水器を循環する系統構成とし，冷却水流量が規定量より低下した場合には，蒸発濃縮装置を自動停止
する。
蒸発濃縮装置濃縮器復水器用代替冷却装置概略系統図を別図-2 に示す。なお，蒸発濃縮装置濃縮器復水器の冷却水入口配
管及び出口配管の一部については既設を供用する。

(2) 代替冷却装置
蒸発濃縮装置濃縮器復水器に対する原子炉補機冷却水の除熱量は，設計上2,466,025 kJ/h（589,000 kcal/h）であること
から，同等以上の冷却能力を有する装置を設置する。

(3) 設置場所
原子炉補助建屋内（廃棄物処理室）及び屋外（原子炉補助建屋屋上）

（2）原子炉補機冷却系の代替冷却方法の追加記載(3/10)
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2.1.2 中央制御室換気系
(1) 系統構成
中央制御室換気系用代替冷却装置は，開放型冷却塔，冷却水循環ポンプ等により構成する。また，冷却水は中央制御室換気系
冷凍機を循環する系統構成とし，冷却水流量が規定量より低下した場合には，冷凍機を自動停止する。
中央制御室換気系用代替冷却装置概略系統図を別図-3 に示す。なお，中央制御室換気系の冷却水入口配管及び出口配管の
一部については既設を供用する。
(2) 代替冷却装置
中央制御室換気系の冷凍機に対する原子炉補機冷却水の除熱量は，設計上1,528,182 kJ/h（365,000 kcal/h）であることか
ら，同等以上の冷却能力を有する装置を設置する。
(3) 設置場所
原子炉補助建屋内（保全区域）及び屋外（原子炉補助建屋屋上）

2.2 冷却水循環装置による代替冷却装置
2.2.1 床ドレン収集ポンプ，廃液収集ポンプ
(1) 系統構成
床ドレン収集ポンプ及び廃液収集ポンプ用代替冷却装置は，冷凍機及び循環ポンプを内蔵した冷却水循環装置等により構成する。
床ドレン収集ポンプ及び廃液収集ポンプ用代替冷却装置概略系統図を別図-4 に示す。なお，床ドレン収集ポンプ及び廃液収集ポンプ
の冷却水入口配管及び出口配管の一部については既設を供用する。
(2) 代替冷却装置
床ドレン収集ポンプ及び廃液収集ポンプのジャケットは，設計上35℃以下の原子炉補機冷却水1.1m3/h/個を通水することが要求さ
れていることから，同等以上の能力を有する装置を設置する。
(3) 設置場所
原子炉補助建屋内（廃棄物処理室地下1 階）

（2）原子炉補機冷却系の代替冷却方法の追加記載(4/10)
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2.2.2 プール水冷却浄化系循環ポンプ
(1) 系統構成
プール水冷却浄化系循環ポンプ用代替冷却装置は，冷凍機及び循環ポンプを内蔵した冷却水循環装置等により構成する。
プール水冷却浄化系循環ポンプ用代替冷却装置概略系統図を別図-5 に示す。なお，プール水冷却浄化系循環ポンプの冷却水入口
配管及び出口配管の一部については既設を供用する。
(2) 代替冷却装置
プール水冷却浄化系循環ポンプの軸受は，設計上35℃以下の原子炉補機冷却水0.8m3/h/個を通水することが要求されていること
から，同等以上の能力を有する装置を設置する。
(3) 設置場所
原子炉補助建屋内（原子炉補機室地下2 階）

（2）原子炉補機冷却系の代替冷却方法の追加記載(5/10)
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原子炉補機冷却系代替冷却装置設置工事工程

別図-1

（2）原子炉補機冷却系の代替冷却方法の追加記載(6/10)
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蒸気濃縮装置濃縮器復水器用代替冷却装置概略系統図

別図-2

（2）原子炉補機冷却系の代替冷却方法の追加記載(7/10)
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中央制御室換気系用代替冷却装置概略系統図

別図-3

（2）原子炉補機冷却系の代替冷却方法の追加記載(8/10)
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床ドレン収集ポンプ及び廃液収集ポンプ用代替冷却装置概略系統図

別図-4

（2）原子炉補機冷却系の代替冷却方法の追加記載(9/10)
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プール水冷却浄化系循環ポンプ代替冷却装置概略系統図

別図-5

（2）原子炉補機冷却系の代替冷却方法の追加記載(10/10)
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（3）ユニット型空気圧縮機の追加記載

圧縮空気設備

追加記載 ユニット型空気圧縮機
・基数：一式
・位置：屋外 空気圧縮機小屋
・容量：13.2m3/min

系統の運転
状態の確認に
より機能を維
持する。

設備の運転に異
常がない状態で
あること。

換気設備解
体撤去工事
着手まで。

ユニット型空
気圧縮機の
供用開始まで

換気設備解
体撤去工事
着手まで。

原子炉本体解
体撤去期間

空冷式のユニッ
ト型空気圧縮
機を設置する。

変更箇所：本文6 表6-1 性能維持施設 （変更）
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（4）その他（規則名称等の変更）

「精錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則」

変更箇所：本文１０及び添付書類５

「工場等において用いた資材その他に物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないも
のであることの確認等に関する規則」

「核燃料物質の加工の事業に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める告示」

「核原料物質又は核燃料物質の精錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」

以下の規則等の名称の改正に伴い、本文１０及び添付書類５に記載の当該規則について、改正前の規則に基づく評価である旨、追記

変更箇所：本文５

「品質保証活動」を「品質マネジメントシステム」に記載を適正（保安規定との記載統一）
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期間 原子炉周辺設備解体撤去期間 原子炉本体解体撤去期間

年度 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024～

「ふげん」
の解体工程

装置導入
の工程

セ
メ
ン
ト
固
化

代
替
冷
却

据 付
運 用

詳細設計

基本設計

製 作

2021年度に廃止措置
計画の変更

原子炉周辺設備の解体撤去

原子炉領域の解体撤去

上記以外の設備の解体撤去

(試運転等含む)

製作・据付

冷却塔方式

モバイル方式

運 用

詳細設計

（参考）装置導入工程案

製作・
据付
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